
積丹町選挙管理委員会からのお知らせ 

 

 このたびの任期満了に伴う積丹町長選挙投票日は、下記のとおりです。 

 町政を託す人を選ぶ大切な選挙です。違反と棄権のない明るい選挙にしましょう。 

 

◎ 『積丹町長選挙』について 

 
投票日 令和２年 6月７日（日） 

投票時間：午前 7時から午後 6時まで 

 

        告 示 日  令和２年６月２日（火） 

        開 票 日  令和２年６月７日（日） 

 

◎ 立候補の届出について 

  『積丹町長選挙』の立候補届出期間は、６月２日（火）の１日間で、午前８時３０

分から午後５時まで受け付けいたします。 

  届出の方法については、本人の届出または、推薦届出のどちらかの方法により、郵

便によることなく文書で届出しなければなりません。 

  詳細については、『立候補予定者説明会』へ出席のうえご確認ください。 

 

◎ 立候補予定者説明会について 

  次のとおり立候補予定者説明会を開催し、必要書類等の交付も行います。 

   日 時  令和２年５月２２日（金） 午後３時００分 

   場 所  積丹町総合文化センター ２階 研修室Ａ 

 

◎ 選挙人名簿（選挙時登録）について 

  このたび使用する選挙人名簿は、次による選挙時登録をした名簿を使用して選挙が

行われます。 

  ○ 登録基準日  令和２年６月１日 

  ○ 積丹町の住民で、令和２年６月７日現在で、満１８歳以上の方（平成１４年６

月８日以前に出生した方） 

  ○ 積丹町に転入し、令和２年６月１日現在で、引き続き３カ月以上居住している

方で住民基本台帳に記載されている方（令和２年３月１日までに転入届出をした

方） 



◎ 期日前投票について 

  選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務など一定の事由により投票

できない方は、次の期間内に投票することができます。 

    期 間  ６月３日（水）～６月６日（土） 

    時 間  午前８時３０分から午後８時まで 

    場 所  積丹町総合文化センター １階 健康回復訓練室 

 

◎ 不在者投票について 

仕事や旅行などで、選挙期間中、積丹町以外の市区町村に滞在している方は、滞在

先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。 

また、都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更生援

護施設など法令で定められた施設に入院・入所中の方はその施設において不在者投票

をすることができます。 

不在者投票を行う場合は、手続きにある程度の日数が必要となりますので、お早め

にご確認のうえ投票して下さい。 

 

◎ 郵便等による不在者投票について 

身体に一定の重度の障害を有する方は、郵便等により投票することができます。郵

便等投票証明書の交付を受け投票用紙等の交付申請をしていただいたうえで、郵便等

により投票する制度です。 

また、自ら投票の記載をすることができない方で、一定の障害を有する方は、あら

かじめ選挙管理委員会へ届け出た方に投票に関する記載をさせることができます。 

  詳しい内容については、選挙管理委員会へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年４月３０日 

積丹町選挙管理委員会（☎４４－２１１２） 

新型コロナウイルス感染症への対応について 
 
 投票所内での感染予防や蔓延防止のための対策に取り組みますので、皆様におかれまし

ても、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

【選挙管理委員会が行う感染症対策】 

 ・投票所にアルコール消毒液を設置し、記載台等を定期的に消毒します。 

 ・定期的に投票所の換気を行います。 

 ・選挙事務従事者等は咳エチケットや手洗いうがいを徹底します。 

【皆様にお願いする感染症対策】 

 ・咳エチケットや手洗いうがいの徹底にご協力ください。 

 ・投票所ではできる限り周りの方との距離を保つようにお願いします。 


